
  

年俸制の落とし穴 
 

 

「年俸制」を導入する企業が増えています。年俸制は、1970 年代後半に新し

集め、大企業ではある程度導入も進みましたが、その後ブームは去ったかに思

崩壊後、中小企業にも年俸制がさかんに導入されるようになり、ブーム再来と

  しかし、年俸制の導入・実施を十分な準備もせずに行ってしまっている企業が

からの賃金制度として期待のホープであることは間違いありませんが、安易な

年俸制のメリットと、隠された「落とし穴」の改善のためのチェックポイント

 

■企業にとっての年俸制導入のメリットは？ 

    中小企業が年俸制を導入する理由の多くは、①賃金管理を簡素化したい、②

ため、③成果主義を取り入れ、経営参加意識を強め、生産性を上げたい、等で

どうやら「年俸制にすれば、労働時間管理は不要」という間違った認識が多く

今後、日本型の年功賃金制度から成果主義へ移行していくのは時代の趨勢でし

しょう。 

 

■従業員にとっての年俸制のメリットは？ 

    従業員にとっては、年俸制が導入されたことにより、①能力の発揮がよくで

すくなった、③経営に対する参画意識が強まった、などのメリットがあるとい

安が高まった」、「成果を問われるため仕事が以前よりきつくなった」という意

   年俸制のメリットが発揮されるためには、制度導入のための下準備がしっか

となります。下準備と運用を正しく行っていないために、年俸制がうまく機能

のが残念でなりません。そこで、次に年俸制をうまく運用していくために見落

のチェックポイントをまとめます。これらがクリアできていなければ、本来の

向上」や「従業員のモチベーションアップ」は望めませんし、むしろ従業員サ

経営に大きな影を落とすことにもなりかねません。 

 

◇個々に年俸制契約書を締結していますか？ 

    労使トラブルとなるケースでは、契約書を取り交わしていない場合が多数を

外手当の支給は不要」と思ったら大間違い。後から多額の残業代の支払を求め

は別に年俸制契約書も締結することを勧めます。 

 (１)年俸額に、一定時間分の時間外手当が含まれていることを明示すること。

 (２)年俸が業績に応じて下がる可能性もあることを明示すること。 
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◇目標管理・業績評価を徹底して行っていますか？ 

   年俸額の決定が経営者サイドの一方的な評価によるものでは、従業員の納得を得ることはまず無理です。 

目標管理を徹底させ、年俸額決定に際して、経営者側と各従業員が面談し双方納得のいく決定をすることがで 

きなければ、年俸制導入の大きな目的のひとつである「成果型賃金制度への移行」とは受け止めてもらえず、 

単なる経営上の「人件費の抑制」に過ぎないと解され、結果従業員から不満の声が上がることになってしまい 

ます。なお、目標設定の際、個々人の目標だけでなく、部門や企業の目標に関しても設定しておくことで、個 

人主義が横行するのを避け、従業員間のチームワークを向上させる効果があるでしょう。  

 

 (１)業績評価の結果を従業員にフィードバックすること。 

 (２)年俸額決定の要素に企業目標の達成度合いを折り込むこと。 

 (３)目標管理は客観性・納得性・合理性のある制度で、しっかりと運用されていること。 

 

   年俸制の導入はさらに進んでいくものと思われます。経営者の間違った理解により｢落とし穴｣に落ちてしま 

わないよう、成功する導入方法について関与先に提案していきたいものです。 
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